
Institute of Social Safety Science

NII-Electronic Library Service

エnstitute 　 of 　 Sooial 　 Safety 　 Soienoe

中山 間地域 に おける復興手法 と して の 集団移転事業の特性 と課題

　　Charactaristics　and 　lssues　of 　Group　Removal 　ProjeCt　for　Disaster　Privention

as　a　System　for　Reconstruction　of 　settlement 　in　Depopu且ated　Mountanious　Area

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ！　　　　　　 　　　 2

　　　0 池田 浩陣 ， 石 川 永子　　 2
Hirotaka　llくEDA 　 and 　Eiko　ISHIKAWA

1
富士 常葉 大学大 学院環境防災研 究科

　 College　ofEnVironinent 　and 　Disaster　Researじh，　Fuji　Tokoha　Univcrsity
2
首都大学東京 大 学院都 市科学研 究 科

　 Graduate　School　of　Urban　Sclence，　Tokyo　Metropolitan　University

　Group　removal 　pr｛，j　ect　fbr　disaster　priventjon　was 　 applied 　to　the　cas じ o『reconstruotion 　 of 　setUemen 吐s　from

Niigata・ken　Chuetsu　e 韻 hquake　disaste臓 We 　conducted 　su冨vey 　on 　past　examples 　of　gpoup　r  oval 　projcct　Ibr
dis臼s電er　priven吐on 　in　depopuiaこcd 　mountainous 　areas ．刪 s　paper　identifies　characttiriStics 　 and 　isses　of 　group
removal 　l呵   t 恥r 曲 ster　pdv   廿on ｛壌 凪 騨     【  on5 加 c廿on 　of　settiement 　in【lepOPUIated　moumtainous

area ．

Ke［y 駒 アdS　：　Depopurated　MountanゴettS　Amo ，　ReeOttstn‘ction 　Ofse’f’翩 εヲ”，　G ’り up　Rem σ！ra ’P吻 セo∫ノ
’

or 　D ゴsaster

　 　 　 　 　 privent’on

1 ．1まじめに

　20e4 年 の 新 潟 県 中越 地震 で は 、長 岡 市、小 千 谷 市、川
口 町 な どに分 布す る中山聞地域 の 集落 に お い て 大きな被

害が 発 生 し た。そ うした 集落の 復興 に 当た っ て は、  被

災 者 の 居 住地 に 闃す る 意向、  土砂 災害な どに 対する地

区 の 危険性、  道路 ・ライフ ラ イン 等 の イ ン フ ラの 再整

備の た め の コ ス ト等様 々 な 嬰因を考慮 し、そ の 方針 及 び

手 法 を検 討す る必 要 が ある。
　
一

方、住宅や宅地に 大 きな被害を受 けた 被災者 の 復興

を支援す るた め には、宅 地 や 住宅 の 再 建に 対 す る経済的

な支援 の 仕組み を有する事業 ・制度の 活 用 が必 要 となる。
しか し、数 多くの 被 災者 を抱 え る 地 方 公 共 団 体 に お い て

は、個々 の 被災者の 住宅再 建に 対する経済的支援 を行う

に も財 政 的 な 限 界 が あ り、国や 県 の 補 助 事 業 な ど を有効

に活用す る事が 現実的 には求め られる。しか しなが ら、
国 の 被 災 者 生 活 再 建支援制 度に お い て も住宅 本 体の 再 建

に 対する補助は 行われない な ど．被災者の 住宅 再建 を経

済的 に支援する仕組みを有す る事業は 数少 ない
。

　 こ うした背 景の 中、新潟県中越地震の 被災地とな っ た

中山間地域の 集落で は、  土砂災害な どに対する地区の

将 来 的 な危 険性 、  過 疎 化 の 進 展 に よる将 来 的 な集落維

持 に 対 す る不安などか ら、集団移転 とい う手法を選択 し

た 地 区 もあ る他 、  住宅 の み な らず 宅 地彼害 に よ る被災

者の 復 旧 コ ス ト負担を少 しで も軽減する た め に粲団移転

や 住 宅 移 転 に 係 る事業を適用 した 地 区 もある。
　そ こ で ．本 研 究 で は、新潟 県 中 越地 震 災害 か らの 集 落

の 復 興 に お い て 、活用 され て い る、あ る い は 活 用 が 検討

され て い る 被 災 者 の 住 宅 再 建 支援 の 仕 組 み を含む 集団移

転 あ るい は 住宅 移 転 に 係 る事 業 に つ い て 、その 特 徴 を 明

らか に す る と と もに、特 に 中山 聞地 城にお け る復 興 手法

の
一

つ と し て の 防 災集団 移 転促 進事業に 着 目 し、過去 の

豪雪 の 中 山間 地 域に お け る集 団 移 転 の 事例 を調 査 し、被

災壇や被災者の 条件 と事業内 容 との 関係 を把握 し、新潟

県 中越地 震被災地で の 活用 方策 及 び 活用上 の 課 題 に つ い

て 検討す る 。

2 ，新潟県中越地震か らの復興に おける事業活用

　　の 動向と各事業の特徴

　新潟県中越地震災害か らの 集落の 復興に お い て 、活 用

され て い る 、 あ るい は活用 が検討 され て い る集団移転 ・

住 宅移転に係 る 事業は以 下 の 通 りで ある。
〈事業を適用 した地区〉

  川 口 町
・小 高 （防 災集 団移転促 進 事 業 （国補） 、 小 規

　模住宅地区改良事業 （国補））

  長岡市 ・浦瀬 （防災集団移転促進事業 ｛国補））

  小 千谷 市 ・十 二 平 ｛防災集団 移 転促進事業 〔国補 ）》

  長岡市 ・西谷 （防災集団移転促進事業 （国補））

  長 岡 市 ・山 野 田 （新 潟 県 防 災 の た め の 住 宅 移 転 事 業

　 〔県単））

〈 事業 を検討 中 の 地 区 〉

  長岡市旧 山古志村 6 集落（小規模住宅 地 区 改良事 業

　 （国補）等）

  小 千谷 市東 山 9集落 （十 二 平以外 〕

　 上記 の 集 団移転に係 る事業に加 え、個別の 住宅の 移転

を支援す る 「が け地近接等危険住宅移転事業亅 及 び 災害

後 の 復 興 に 用 い る 事業で はな い が、参考 と して、過 疎 化

が 進 み そ の 基礎的条件が著 し く低 下 した 集落 及 び そ の 基

礎 的 な 公 共 サービ ス の 確 保 が 困難 な地 域に 孤 立散在す る

住居 を，基幹集落等 に 移転す る こ とを 目的 と した過疎地

域集 落 再編 整 備 事業 の うちの 集落移転事業に っ い て、各

事業の 内容 ・特徴を比 較 した もの を表 艮に示 した 。

　表 1 か ら、各事業の 特徴 と して 以 下の 事が 読み 取れ る。
  防災藥団移転促進事業、新潟 県 防災の た め の 住宅 移

　　転事 業、が け 地 近 接 等 危険住 宅移 転事業は 、と もに

　　地 区 の 災 害危 険 性 を 前提 と し、当該 区 域 か らの 移 転

　　を支援す る もの で あ り、移 転跡地 に住宅 を建 て る こ

　　 とは 出来な い が 、小規模住宅地 区改良事 業は、住宅

　　 と して 利用 する事 も 可能で ある。
  防災集 団移 転促 進事業 は国 庫補助率が 最 も高く、補

　　助 限度額 も高 い た め，地 方公 共団 体 へ の 財政的負担

　　が他の 事業に 比 べ 最も小 さ くて 済む 。

  防災 集 団 移転促 進事業、新潟 県防災の た め の 住宅 移
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　　　転事業、がけ地 近 接等危 険住宅移転事業は．移 転者

　　　の 持 ち家再建に も補助 （借入 金 の 利 子 相当額） が 出

　　　るが 、小 規模住 宅 地 区 改 良 事業 で は 補助は 出 ない
。

  　小 規模住宅地区改 良事業は、不 良住宅 が 15 戸 以上、
　　　防災 集 団移 転促 進 事 業は 団地 へ 移転する戸 数 が 5 戸

　　　以 上、新潟県 防災の た め の 住宅移転事業 は 2 戸 以 上

　　　とい っ た戸 数の 制約が
．
あ るが、が け地近接等危険住

　　　宅 移転事業は 1 戸 で も適用 可能。しか し同 事 業 は該

　　　
．
当す るが け 地 に近 接 して い なければ適用不 可。

　　　に よ り集 落 維 持 が 困 難 とな る 不安が あっ た た め集 落

　　　全体が 移転す る こ とに よの結果
．
と し て 、地 域 コ ミ ュ

　　　ニ テ ィ は保た れる こ とと なる。
．

　  大倉、浦瀬 の 事例 で は、危 険 区域が 集落の
一

部分 で

　　　あ り、か っ 集落内あるい は近 接地 に 移転先地を確保

　　　す る こ とが 出来た た め、集落 及 び コ ミ ュ ニ テ ィの 絵

　　　持 が 可能 となっ た。
　また 、過去 の 事例 調 査 か ら抽 出 した 事業内 容に 関する

項 目 とそ の 決 定要因 と の 対応 を表 3 に示 した。．

3 ．過去の集 団移転事業 の 条件と事業内容 4 ，集団移転事業 に お け る事築期間とその課題

　過去 の 豪雪の 中山間 地 域に お け る 集 団 移 転の 事 例 （3

事例〕 と新潟 県 中越 地 震災害か らの 復興に お い て 早期 に

防災集団移転促進事業
．
の 適用を決 め た川 口 町 の 小 高地 区、

長岡市 の 浦瀬地区の 2 事例及 び参考 と して 小 高地 区の さ

らに奥に位置 し、1972〜73年に 過疎地域

集落再 編 整備 事業を活 用 し集 団移 転 を行

っ
．た 山の 相川地区の 事例を対象と し、事

業の 条 件 と事業内容を整理 した もの を表

2 に示 し た。
　  濁沢、蓬平の 事例 で は、危険区域 は

　　　集落 の
一
部 分で あ り、か っ 集 落 内に

　　　移転先地を確保す る こ とが困難で あ

　　　っ た た め、集落の
一

部の 世帯が 集落

　　　外 の 離れ た地 区 に 移転せ ざる を得 ず、

　　　集落の 住民 が 分散 し過 疎化 が よ り進

　　　む 結果 とな っ た。
　  山の 相川、小高の 事 例で は、過疎化

　事 業 に要 した期間に 関す る 情報が 得られた
．3 っ の 事例

に つ い て 、それぞれ の 事業の タイ ム テーブル を 表 4 〜 6
に示 した。

表 2　過去の 集団移転寧業の条件と事業内容｛O．｛1）．C31．（4）

．．霞甲の寧 例は県単 の住宅移 転摩氣 その他は r国 の防 踐累団移 転促逸 事泉によ｛1移範

榊 移 rF 致の 〔 1内の 歐写は団堆への移転戸 敗

表 1　集団移転、住宅移転 に 係る事業
1）・2：・3〕・

．
4）

一
防災　団移 　促進事編 斬潟県防臾のため の住　　　　顕 小 現　住 　 　区改 　 　躍 めけ培近降甲飽陵住　移

一
專察 ζ参　，過薦 地　　　再纈　億事 薬■

纂 目　　　　　　　　　 兜毘し讐　　 又は災　瓧

　　　　　　　 験区壇 の うち。住艮 の居住に遮当

　　　　　　　 でない と鉈め られる凪域内 に ある

　　　　　　　 住居の集団的穆転を促進すもた
　　　　　　　 め．峇蹟地 方公 共団体に対し．事
　　　　　　　 鍮 費の

一
母補助を行い ．防 災 の

同 左

・良　　の 鱗奮す　　区で，
宅地区改 良事粟 の婁件に値当し

ない小親楓地区に つ い て．保安衛

生寄に関し危険又は有書な択呪
にあも地区 の 蘯僑改哲を図 犠 留

康で文化的な主活 を営 むに 足りる

住宅の 塵団的題設の 促 颯をする

　け　の醐　　により位 廃 のεE　　　　　に おいて．人 口の 　しい

命に 億険を及1ま寸おそれのある　少，富齢化の 過雇駅 ：よ り，その 藤

区域 におい て飽 険住 宅の 移転を　廃的徽弥が署しく億下した鐵 矯亙び

行う曾に封して助 戍を行う　　　 モ の苗磁的な公共サービス の確撮
　　　　　　　　　　　　　　が困陞む垉域に孤立散程する住屠

　　　　　　　　　　　　　　を，酋畴 鰌瑞等に 移転すること．＆
　　　　　　　　　　　　　　び  壇に お1，る定佐 を優 逸す 益た め

　　　　　　　　　　　　　　の 旒宅団垉を造戒 すること．重 びに

　　　　　　　　　　　　　　漸 遮的触集 瑠移転を厨環するため

ための 鼠団移轅儷道寓簾の 円浸
な推避を図る

の 華瞳屠住団地を造痩ずる二 とに
よ つ て，霞 落の 円 縄豎 何を図 る

．
詫　　 1

対象轟膝 　　　　軍，災 書が鬱

2　　 1
　し＿　填又は 喪宵 1．がけ壊の 団 壊 等による電険

署しいため．瓊蟻苗箪議 窮 39条窮
1．次の い 　れか の　件を渇たす 簾

落であること
危陰区期〔建鰤 遥 鄭39蚤｝の

うち．住民の 生愈、身体及σ財屋

を災害から傑償するため住居の

簾回的移転を促 進する二とが 適当
であると励 られる区域 ∬ 召在す
ることに れ．を移乾糊 区堀に設

定する｝　　　　　 2．一団の

韭 地を鹽憧 して 行 う梟 団的な住宅

の 移転の規嵐が 10戸以上〔移転
轟うとす る住屠の 蝕が20戸を二え

る増合には．その 半数 以上の 戸

致）である＝と
3．移転匿還区域の 内の 全戸が

移転すること

畢団鞄の毘椥 3 断牌風宇鷹地贋の

η 田でに 零o戸
司5戸｛29 戸r ゆ 戸コ

・則．左記と同様　　　　　　　 1．2 の蜷停は彪鑷
・住宅回地への λ居戸践が 2卿9戸　1．不艮 住宅数圏5戸凱 上

【現在は 2趨4戸）　　　　　　　　 2．不畠億宅率50 ％ 以上

　　　　　　　　　　　　　　　 3．不駐住宅又陰空緊住宅の簾

　　　　　　　　　　　　　　　積が住居躡 境 餬 晋し又 は地域

　　　　　　　　　　　　　　　活性化を阻寳している
一

因とな っ

　　　　　　　　　　　　　　　てい る屋嵐畴塘域又 は通 疎塩域

　　　　　　　　　　　　　　　 r 不 艮住宅とロ 　住電睦区 改 良 言去に

　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 よ 乙驛点馳 笛 歳撚上のもの

　　　　　　　　　　　　　　　 拿 旺宅把区 改 艮冨 嘱1ユ 不 剛ま宅50

　　　　　　　　　　　　　　　 戸 以 上　不 尺 岐 宅 黝 覧 以上　腔宅

　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 窖 展 巳⊃戸 ！ 駄よ．【 15b 以上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曾

1項 の俎 定に 甚づ9地方公 共囲

体が 薙匆で指定した 皿智范険区

壇．又 は 同怯纂 40 負の 規 定に苗

づき矯箔公共國体が餓令で黷葮
を制飄している医域に蹂する畦存

不適裕住 宅である：と
2，‡砂災晋 署戒 区 堀等における
土砂皿害朗止封籔 の椎進 に関す

る遥偉購8条に茜づき知5 が 指定
した土砂災誓椅別讐麗区域に存

する既存不適格柱宅で あるこ と

3．．上蹌の区爆に 存する崖宅のう

ち建墮復の ス観横垉霞q 台皿5
によリ安盆上 の 支障が生 じ騨楠 竃
　 　 　　 　 　 　　 　

一
， た

。交遇仮健が思く．匿無．載窟写苗

礎的な公 共サ
ー

ビスの 躍像が困離

である二 と
h　交急 畿除 が懇 く．人 口が軽しく減

少してい る二と

o 稟遇 婚殍が5 く，霞齢化が著」い
： と
2．全体として移転戸敗が 撮ね 5戸

以上で ある二と

3．各移転珂象最落贇に融 樋身の

戸数が 移鰭す 母こと

4，移転戸数のうち，姫昌の 戸融が

鴇転施培 において団  を形戍するこ

と

助・　　の内響　　U住　団培の 用 地 取得遭

　　　　　　　 2，移転雪 の 住宅腰蝕・土 地贖入 に

　　　　　　　 対する補助【億λ金の 稠苧相 当
　 　　 　 　 　　 団｝

　　　　　　　 蹴 塞宅団地の 公 黄施 設の §儕 原期 ，ε記 と同 櫛
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表 3 　事業の 内容 に関 する項 目 とそ の 決定要 因

　防 災 集団 移 転促 進事業及 び 過 疎 集 落 再 編 整備事業の 集

落移転事業は 、事業期間は と もに 2 年以 内 とな っ て お り、
通 常 2 年 か け て実 施 され る。特 に、豪雪 地 帯の 場合 は、
冬季の 積雪期に お い て は団地 の 造成や 住宅 建 設 な どの 工

事が 実施で きず、他地 域の 比 べ 移転者の 入 居まで に 時間

を要す る こ と とな る。
　一方、集団 移転事業を体験 した住民 及 び 行政担当者 へ

の ヒ ア リン グ調 査結果 に よれば、仮住 ま い な ど不安定な

表 4 　事業の タ イム テーブル （山の 相川》
t1， ・5｝

表 5 　事業の タ イ厶 テ
ーブル （濁沢 〕 C3）

表 6　 軍業 の タイ ム テープル （大創 （2］・fi］

状態 が長期化 した り、災害 の 危険

に 直面 し た 中で の 生 活が長引けば

個別 の 移転を考え るな ど、対応が

分 か れ、地域 コ ミ ュ ニ テ ィ を維 持

し たまま移転を実現す るとい

う本来 の 目的の 達成が困難 と

なる恐れ があるた め 、移転の

合意が な され た後は 、 迅速な事業の 実施 が成功 の

た め の 重要な要件となる、との 事で あっ た 。
　そ の 点で 注 目 され る の は 、1日守門村 （現魚沼

市）の 大倉地区 の 防災集団移転促進事業で あ る 。

1980 年 の 1 月 7 日に雪崩災害 が 発生 し、  集 団移

転 実施 の意思 決定が 1 ケ 月後、移転者全 員の 同意

が得 られ た の が 2 ヵ 月後 、  移転先用地 の 買収終

了が 5 ヶ 月後、事業計画 の 承認 が 6 ヶ 月後 、  移

転先 の 団地造 成終了 が 7 ヵ 月後 、 そ して 、 危 険な

場所 で 次の 冬を 迎 え る こ となく、約 11 ヶ 月 で 事業

を完 了 し て い る。こ の た め、途中 で 脱落者が 出 る

こ とも無か っ た e

　そ の 他 の 事例 を見 ると、  移 転 の 意思決定 、 

移転 先地 の 用地確保 、造成工 事の 開始ま で を初年

度 目の 冬ま で に終 え、  造成 工 事の 終 了 が 2 年度

目の 春 あ る い は夏、移転者 の 住宅建設を 2 年度 目

の 春 ある い は夏 か ら行 い 、  冬 まで に 事業 を完 了

す る 、 とい っ た流れ とな っ て い る 。

5 ．被災地や被災者の条件と事 業 との 関係

　集 団移 転 事 業 に 関 す る 過去 の 事 例 調査 等か ら、被災地

区 及 び 被災 者の 条 件 と 、 集落 復興 の た め の 事 業 手法 との

対 応関 係を 整理 した もの を図 1 に 示 した。
　 まず、事業選択 の た めの 第 【の 要素は、地区の 危険性

か ら見 て、当 該地 区が 居住 に適 して い る か否か と い う判

断 で あ る。地 方 公 共 団体へ の ヒア リン グ調査結果 に よれ

ば、集 団移 転に 関 す る意思 決 定は 最終的 に は住民自身が

自 発 的 に 行 うもの で あ り、行政が 主 導で 行うも の で は な

い 、との こ とで あ っ た。従 っ て 、上記 判 断 も住 民 自身が

行 う もの で あ る。しか しな が ら、地 区 の 危険性 や 事業 内

容 に 関する 詳 細な 情報 を住民 が独 力 で 得る事 は難 し く、
地区危険性 に 関す る データ、関連す る事業内容 に 関 する

データ に つ い て は、地 方 公共 団 体 が住民 に 十分 に提供 し

説明す る必 要 が あ る 。 そ の 上 で、住民 自身が判 断 を行 う．
原 則 と して 、現在 の 居 住地 が危 険 性 の 点 か ら見 て 居住の

用 に 適 して い ない と判断され た 場合 は、防災集 団移 転促

進事業が 適 して い る。
　次の 要素 は、危 険 性 の た め居 住 の 用 に 適 して い な い エ

リア が 集落全 体なの か
一

部なの か とい う点 で あ る。も し、
全 体で あ れ ば集落 ご と他 地 区 に移 転す る こ とに な るが、
一

部で あれば、集落 内 へ の 移転か 集落 外 へ の 移 転か 、と

い っ た 選 択 肢が 生 じる。 こ の 選 択 にお い て は、2 つ の 要

因 が 関連す る。1 つ は 、過 疎化 の 進行 度合 と い う視点 か

ら 当該集落が 将 来的 に も存続 し う るか 否 か とい う点．2
っ 目は 、集 落 内 に移 転 先 地 を確 保 で き るか 否 か とい う点

で あ る。将来的な集落維持 が 困難 と判断 され れ ば、集 落

ご と他 地 域 へ 移 転す るこ とに な り （図 1の   の ケ ース ）、
維 持 が 可能 と判 断 し、か っ 集落 内で の 移 転先地確 保 が 可

能 で あれ ば、集 落 内 へ の 移 転 が選 択 され る 可能 性 が 高 い
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集 落 の危険 性の判 断

圖 團

居住困難

集落内で の 危険性

　 の 分布状況

圃 集落内全体

集 落内の 生活機 能の 随保

‘公 共サ
ー
ビス。コ M ニ ティ

によも地域の維持檀龍）

簾藩内 の 生活槻能 の 障保

‘公共サービス ．コミュ ニ ティ

による地填 の 繊峅殷鮑〕

確保可 能 確保困難
　 1

確保可能 確保 困 雌

復1日コス トと被災者
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集露ω 再田・集約 集細 住者の 励叡・過疎 化の進展

図 1　 被災地
・
被災者 の 条件 と事業 との 閨係

〔図 1の   の ケー
ス ） 。 しか し、集落維持が 可能 と判断

され た 場合も、集落内で の 移転先 地 の 確 保が 困 難 で あ る

場合は 、集落外 へ の 移転となり、この 場合、元 の 集落居

住者が 分散 して しまい 集落内の 過疎化が 加 速 され る とと

も に地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ も保 たれ な い こ と とな る （図 1 の

  の ケ
ー

ス ）。
　
一方、第 乳の 要因 で あ る地 区の 危 険 性 か ら見 て、必ず

しも 当該地 区 が居住 に適 して い ない と判断されなか っ た

場含 にお い て も．宅 地や 住宅 が 大 き な被害 を受 け、自力

で の 住宅再建 が 困難な被災者へ の 経済的支援を昌的 と し

て補助事業 の 適用を検討するケ
ース も考 え られ る。 しか

し、こ の 場合 は居住地を移転す る 必 要 は無 い e そ こ で、

移転を伴 わ な い 小 規模住宅地 区 改 良事業が適用可 能で あ

る。被害 を受けた住宅 ・宅 地 を 買 取 り、被 災住 宅 を除 去

し、宅 地 を 再整備 した上で 土地を 分譲 した り、賃貸住宅

を建設 する 事が で きる （図 1の   の ケース ） 。 しか し、
2 で 述べ た よ うに 防災集団移転促進事業に 比べ る と地 方

公 共団体の 負担が 大 き く適用 に も財 政 的 な 制約 が 生 じる。
そ の た め．防 災 集団移 転促 進事業の 適用も考え られ るが、

そ の 場合、移転が 必須となり跡地の 宅地利用 は 出来 ない
。

移転先地が 集落内 に 確保 され れ ば 良い が、それ が困 難 な

場合 は、敢 えて 集落を 出 なけれ ばならず、被災者の 意向

も分 か れ、コ ミ ュ ニ テ ィ も分断され て し ま う （図 1 の  

の ケ
ー

ス ）。
　 こ の よ うに 、集落の 復 興 に お い て 移転 を 伴 う事 業 が 必

要 とな る 場 合 に は、地 域 コ ミュ ニ テ ィ の 維 持、過疎化の

防止 を 目指す の で あれ ば、そ の 周辺 集落 も含め た藥 落 の

集約 や 再 編整備 とい っ た 視点 か ら．移転先 地 を 計 画的 に

検討 して い く必要が あ る と考 え られ る。
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｛1）川 口 町 役場 及 び昭 和 48 年の 山 ノ相川 集落集団 移転事業実施

　 当時の 地区総代への イ ン タ ビ ュ
ー

に よ る，
｛2〕魚沼 市役 所 及び 昭 和 66 年 の 大倉地区 の 防災集団移転促進事

　 業 実施 当時 の 守 門村 議会 議 長 へ の イ ン タ ビ ュ
ー

に よる．

（3〕長岡 市役所 へ σ）イ ン タビ ＝
一による．

（4〕川 口 市 役所 へ の イ ン タ ビ昌
一に よる．
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